
 
町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、千葉市内で活動を行う、千葉市市民自治によるまちづくり条例（令和元年６月２７日条例

第３９号）第２条第５号に規定する町内自治会（以下「町内自治会」という。）の活性化によって地域コ

ミュニティの維持・強化を図るため、町内自治会がＮＰＯ等の他団体（以下「連携団体」という。）と連

携して取り組む地域課題解決や運営の円滑化、活動の充実等の取組みに要する経費の一部について、予算

の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。 

 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付を申請することができる団体は、町内自治会とする。ただし、以下の各号のいずれか

に掲げる町内自治会は補助対象外とする。 

（１）既にその年度において本補助金を交付申請した町内自治会（ただし、交付申請を取り下げた又は不交

付決定を受けた場合を除く） 

（２）過去に本補助金の交付が確定し交付を受けた町内自治会 

（３）前２号のいずれかに掲げる町内自治会と本補助金に係る事業を共催した町内自治会 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるもので、町内自治会

が連携団体と連携して新たに取り組むものとする。 

（１）地域課題解決等、町内自治会が担う公共的、公益的な事業 

（２）運営の円滑化や活動の充実等、町内自治会の活動の継続につながる事業 

２ 連携団体との連携により実施する事業は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 

（１）事業の企画・運営の共同実施 

（２）町内自治会の運営・事業に係る業務提携（ただし単に維持管理・保守を請け負わせるだけのものを除

く） 

（３）町内自治会の運営・事業に対する講師等の派遣、助言指導、その他支援 

（４）連携団体が実施する事業への町内自治会の参加、又は町内自治会が実施する事業への連携団体の参加 

（５）各号に掲げる連携を実施するための準備、基盤整備 

（６）その他市長が適当と認める連携 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、前条に掲げる事業の目

的を達成するために連携団体に対して直接支払いが必要な経費のみとし、国、県その他の地方公共団体の

補助金等において補助対象経費としている経費を除く。 

（１）講座やイベントの開催、ＩＣＴの導入準備、ノウハウの提供や助言・相談等、連携に伴う連携団体か



らの役務の提供に要する報償費、委託料 

（２）前号の役務の提供に伴い連携団体に生じた旅費 

 

（補助限度額及び補助率） 

第５条 補助限度額は、予算の範囲内において、次の各号に定める規定において市長が決定する。 

（１）１町内自治会につき１０万円を限度とする。 

（２）２団体以上の町内自治会が共催し、そのうち１町内自治会が共催する他の町内自治会の同意のう

え一括して本補助金を申請する場合は、共催する町内自治会の数に１０万円を乗じて得た額を限度

とする。 

２ 補助率は１０分の１０とする。 

 

（連携団体） 

第６条 第３条第１項に規定する連携団体は以下の各号のとおりとする。ただし、千葉市の外郭団体、千葉

市が設置もしくは事務局となる協議会等の組織及び地縁団体（町内自治会、社会福祉協議会地区部会、ス

ポーツ振興会、青少年育成委員会、各学校のＰＴＡ・保護者会等、構成員及び活動範囲を特定の地域に限

る団体）を除く。 

（１）ＮＰＯ（特定非営利活動法人、ボランティア団体等） 

（２）企業等（企業、業界団体等） 

（３）公益法人（学校法人、財団法人、社会福祉法人等） 

（４）その他市長が適当と認める団体 

 

（交付の申請） 

第７条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに町内自治

会による多様な主体との連携活動支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長

に提出するものとする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）連携団体の運営等についての確認書（様式第４号） 

（４）連携団体の規約、定款その他これらに類する書類 

（５）共催する町内自治会の事業実施についての確認書（様式第５号）（他の町内自治会と共催する場合に

限る） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）補助事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。ただし、経費の配分については、事業の趣旨・目的に支障を及ぼさないと認められる変更であって変



更額が補助対象経費の総額の３分の１に満たないものについてはこの限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が計画どおり実施できない場合又は補助事業の実施が困難となった場合には、速やかに市長

に報告し、その指示を受けること。 

（４）規則及び本要綱を遵守すること。 

 

（交付及び不交付決定通知） 

第９条 規則第６条の規定による通知は、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定通

知書（様式第６号）によるものとする。 

２ 補助金を交付することが不適当と認められるときは、町内自治会による多様な主体との連携活動支援

補助金不交付決定通知書 （様式第７号）により通知する。 

 

（変更等の承認申請） 

第１０条 第８条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、町内自治会による多様

な主体との連携活動支援補助金に係る事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第８号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、事業の変更、中止又は廃止を承

認したときは、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事業変更（中止・廃

止）承認通知書（様式第９号）により通知し、承認しないときは、町内自治会による多様な主体

との連携活動支援補助金に係る事業変更（中止・廃止）不承認通知書（様式第１０号）により通

知するものとする。 

３ 規則第８条第１項の規定により補助金等の交付の決定を変更する場合は、町内自治会による多

様な主体との連携活動支援補助金交付決定変更通知書（様式第１１号）により通知するものとす

る。 

 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条の規定により報告しようとするときは、事業完了後速やかに、町内自治会による多

様な主体との連携活動支援補助金に係る事業実績報告書（様式第１２号）に次に掲げる書類を添付し、市

長に提出するものとする。 

（１）事業報告書（様式第１３号） 

（２）収支決算書（様式第１４号） 

（３）補助金の対象となる経費が確認できるもの 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 

（額の確定通知） 

第１２条 規則第１３条の規定による通知は、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金額確

定通知書（様式第１５号）によるものとする。 



 

（交付の請求） 

第１３条 前条の規定により通知を受けた団体が、規則第１６条第１項の規定により補助金の交付の請求を

しようとするときは、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付請求書（様式第１６号）

を市長に提出するものとする。 

２ 規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により補助金の交付の請求をしようとするとき

は、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金一括（分割）事前交付請求書（様式第１７号）

を市長に提出するものとする。 

 

（決定の取消通知） 

第１４条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、町内自治会による多様な主体

との連携活動支援補助金交付決定取消通知書（様式第１８号）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第１５条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、町内自治会による多様な主体との連携

活動支援補助金返還命令書（様式第１９号）によるものとする。 

 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年５月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年３月１日から施行する。 

  



様式第１号 

 

  年  月  日 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付申請書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

団 体 名  

会 長 名 

(※) 

（※）記名押印又は本人（会長）が署名してください。 

   ただし、押印又は署名以外の方法により本人（会長）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金の交付を受けたいので、千葉市補助金

等交付規則第３条の規定により交付申請します。 

 

事 業 名  

事 業 の 概 要  

事業実施期間 年  月  日 から     年  月  日 まで 

連携団体名・ 

代表者職氏名 
 

補助金交付申請額                        円 

添 付 書 類 

１ 事業計画書（様式第２号） 

２ 収支予算書（様式第３号） 

３ 連携団体の運営等についての確認書（様式第４号） 

４ 連携団体の規約、定款その他これらに類する書類 

５ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号 

団体名   

 

事 業 計 画 書 

 

事 業 名 

 

要綱第３条第２項

の該当する号 

 

（１） （２） （３） （４） （５） （６） 
※該当する号に〇を記載して下さい 

事業の趣旨・目的

連 携 の 目 的 
 

※解決したい地域課題や

申請団体における課題

など 

 

事業を実施する 

場所又は地域 

 

事 業 の 内 容 

 

当事業及び連携に 

より得られる効果 

・ 

今 後 の 展 望 

 

※活用事業が複数ある場合には、事業ごとに作成、又は事業の内訳がわかるように記入すること。  



様式第３号 

団体名  

 

収 支 予 算 書 

 

事 業 名  

 

１ 収入 （単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   

 

２ 支出 （単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   

 

※説明欄には積算、内訳や具体的な内容等を記入してください。 

※活用事業が複数ある場合には、事業ごとに作成すること。 



様式第４号 

連携団体の運営等についての確認書 

 

（あて先）千葉市長 

年  月  日  

 

 

連 携 団 体 名                     

 

 

連携団体代表者名                 （※） 

 
（※）記名押印又は本人が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人からの 

申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 
 

 

当団体は、下記の全ての事項に該当することを誓約します。 

 

記 

 

 

１ 組織の運営に関する規則（規約、会則等）があり、構成員の名簿を備えていること。 

 

２ 運営組織及び経理が適正であること。 

 

３ ５人以上の構成員で組織されていること。 

 

４ １年以上継続して活動していること。又は今後１年以上継続して活動する見込みがあるこ

と。 

 

５ 当該団体又はその役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又

は管理人を含む。）が、千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条第

１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等又は第９条第１項に規定する暴力

団密接関係者でないこと。 

 

６ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でな

いこと。 

 

７ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 

 

８ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とする団体でないこと。 

 

  



様式第５号 

共催する町内自治会の事業実施についての確認書 

 

（あて先）千葉市長 

年  月  日  

 

 

共催する町内自治会名                  

 

 

共催する町内自治会の代表者名              （※） 

 
（※）記名押印又は本人が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人からの 

申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 
 

 

当町内自治会は、下記事業について、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金

（以下この様式において「本補助金」という。）の交付に係る申請、実績報告及び請求（以下

「補助金交付申請等」という。）を行う町内自治会と共催し、共催団体が補助金交付申請等を

一括して行うことについて、同意いたします。 

また、本補助金の交付に係る申請中、交付決定を受けている期間及び補助金額が確定した後

は本補助金交付要綱第２条第３号に該当することから、当町内自治会が下記事業以外の事業を

実施するときは本補助金の補助対象外となることを確認いたします。 

 

事業実施年度 

 

共催する事業名 

 

補助金交付申請等を行う

町内自治会名 

 

 

  



様式第６号 

千葉市指令  第    号 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                              様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定通知書 

 

 年   月   日付で交付申請のあった町内自治会による多様な主体との連携活動

支援補助金の交付について、次のとおり決定したので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定

により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長                         

 

事 業 名  

補助金交付決定額              円 

補助金交付予定時期          年   月   日 

交 付 条 件 

１ 補助事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更をする場合に

は、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、経費の配分につ

いては、事業の趣旨・目的に支障を及ぼさないと認められる変更で

あって変更額が補助対象経費の総額の３分の１に満たないものにつ

いてはこの限りでない。 

 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承

認を受けること。 

 

３ 補助事業が計画どおり実施できない場合又は補助事業の実施が困

難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるこ

と。 

 

４ 千葉市補助金等交付規則及び町内自治会による多様な主体との連

携活動支援補助金交付要綱を遵守すること。 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第７号 

千葉市指令  第    号 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金不交付決定通知書 

 

 年   月   日付で交付申請のあった町内自治会による多様な主体との連携活動

支援補助金の交付について、下記の理由により不交付決定したので、千葉市補助金等交付規則

第４条第３項の規定により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

事  業  名 

 

不交付の理由等 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第８号 

年  月  日 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事業変更 

（中止・廃止）承認申請書                          

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

団 体 名  

会 長 名 

(※) 

（※）記名押印又は本人（会長）が署名してください。 

   ただし、押印又は署名以外の方法により本人（会長）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

   年   月   日付千葉市指令  第  号により補助金の交付決定のあった事業

を次のとおり変更（中止・廃止)したいので、要綱第１０条第１項の規定により申請します。 

 

事業の内容 

変 更 前  

変 更 後  

変更・中止・廃止の 

理由 
 

添 付 書 類 

１ 変更後の事業計画書（様式第２号） 

２ 変更後の計画に係る収支予算書（様式第３号） 

３ その他市長が必要と認める書類 



様式第９号 

千葉市指令  第    号 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事業変更 

（中止・廃止）承認通知書 

 

    年   月   日付申請のあった町内自治会による多様な主体との連携活動支援補

助金に係る事業変更（中止・廃止）について次のとおり決定したので、要綱第１０条第２項の

規定により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

承 認 事 項  

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第１０号 

千葉市指令  第    号 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事業変更 

（中止・廃止）不承認通知書 

 

    年   月   日付申請のあった町内自治会による多様な主体との連携活動支援補

助金に係る事業変更（中止・廃止）について承認しないことと決定したので、要綱第１０条第

２項の規定により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

不承認の理由  

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第１１号 

千葉市指令  第    号 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定変更通知書 

 

 

    年   月   日付千葉市指令  第  号により通知した町内自治会による多様

な主体との連携活動支援補助金交付決定の一部を変更したので、要綱第１０条第３項の規定に

より通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

変更前の交付決定額                        円 

変更後の交付決定額                        円 

変 更 理 由  

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第１２号 

年  月  日 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事業実績報告書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

団 体 名  

会 長 名 

(※) 

（※）記名押印又は本人（会長）が署名してください。 

   ただし、押印又は署名以外の方法により本人（会長）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

    年   月   日付千葉市指令  第  号により補助金の交付決定のあった事業

の実績について、千葉市補助金等交付規則第１２条の規定により、次のとおり報告します。 

 

事 業 名  

事 業 着 手 年 月 日 年   月   日 

事 業 完 了 年 月 日 年   月   日 

補助金の交付決定額                          円 

補助金の既交付額      年   月   日交付         円 

事業の経費精算額                          円 

添  付  書  類 

１ 事業報告書（様式第１３号） 

２ 収支決算書（様式第１４号） 

３ 補助金の対象となる経費が確認できるもの 

４ その他市長が必要と認める書類 



様式第１３号 

団体名   

 

事 業 報 告 書 

 

事 業 名  

事業実施期間 年  月  日 から    年  月  日 まで 

活 動 内 容 

（事業の成果） 

 

今後の活動展開 

 

※活用事業が複数ある場合には、事業ごとに作成、又は事業の内訳がわかるように記入すること。  



様式第１４号 

団体名   

 

収 支 決 算 書 

 

事 業 名  

 

１ 収入 （単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   

 

２ 支出 （単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   

 

※説明欄には積算、内訳や具体的な内容等を記入してください。 

※活用事業が複数ある場合には、事業ごとに作成すること。 



様式第１５号 

千葉市達  第    号 

 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金額確定通知書 

 

    年   月   日付町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金に係る事

業実績報告書により、町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金額を次のとおり確

定したので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

 

事 業 名                                

補助金の交付決定額                           円 

事業の経費精算額                           円 

補 助 金 の 確 定 額                           円 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第１６号 

 年  月  日 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付請求書 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

団 体 名  

会 長 名 

(※) 

（※）記名押印又は本人（会長）が署名してください。 

   ただし、押印又は署名以外の方法により本人（会長）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

   年   月   日付千葉市達  第  号町内自治会による多様な主体との連携活

動支援補助金額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市補助金等交付規則第

１６条第１項の規定により次のとおり請求します。 

 

事 業 名  

補 助 金 の 確 定 額                          円 

補助金の既交付額 年   月   日交付         円 

補助金の交付請求額                          円 

添 付 書 類 
町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定通知書の写し 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金額確定通知書の写し 

 

  



様式第１７号 

                                                                年  月  日 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金一括（分割）事前交付請求書 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

団 体 名  

会 長 名 

(※) 

（※）記名押印又は本人（会長）が署名してください。 

   ただし、押印又は署名以外の方法により本人（会長）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

    年   月   日付千葉市指令  第  号により交付決定のあった補助金の交付

を次のとおり受けたいので、千葉市補助金等交付規則第１６条第２項の規定において準用する

同条第１項の規定により請求します。 

 

事 業 名    

補助金の交付決定額                          円 

補助金の既交付額      年   月   日交付         円 

今回の交付請求額                          円 

添 付 書 類 町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定通知書の写し 

 

  



様式第１８号 

千葉市達  第    号 

 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金交付決定取消通知書 

 

    年   月   日付千葉市指令  第  号により通知した町内自治会による多様

な主体との連携活動支援補助金交付決定の（全部・一部）を次のとおり取り消したので、千葉

市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の規定により通知します。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

事   業   名  

補助金の交付決定額                               円 

取   消   額                               円 

取消後の交付決定額                               円 

取 消 の 理 由 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第１９号 

千葉市達  第    号 

 

 

住 所 

団 体 名 

会 長 名                               様 

 

 

町内自治会による多様な主体との連携活動支援補助金返還命令書 

 

    年   月   日付で交付申請のあった町内自治会による多様な主体との連携活動

支援補助金の交付について、千葉市補助金等交付規則第１８条（第１項・第２項）の規定によ

り、次のとおり返還を命じます。 

 

      年   月   日 

千葉市長              

 

事 業 名  

補助金の交付決定額                     円 

補助金の既交付額     年   月   日交付           円 

補助金の交付確定額                     円 

返 還 す べ き 金 額                     円 

返 還 期 限     年   月   日まで 

返還を命ずる理由  

返 還 方 法 市が発行する納入通知書により返還すること。 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 
 


